
 議員提出議案第２２号 

   芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定について 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び芦屋市議会会議規則第１３条

第１項の規定により提出します。 

  令和３年８月３０日 

 芦屋市議会議長 松 木 義 昭 様 

提出者 芦屋市議会議員   田 原 俊 彦 

〃        寺 前 尊 文 

〃        川 上 あさえ 

〃        大 塚 のぶお 

提案理由 

 専門的知識を持った外部専門家の監査を受けることにより，市の監査機能のより 

一層の充実，強化を図るため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第 

２５２条の２７第３項の規定による個別外部監査契約（以下「個別外部監査契約」

という。）に基づく監査に関し，必要な事項を定めるものとする。 

(個別外部監査契約に基づく監査) 

第２条 市民のうち，法第７５条第１項の選挙権を有する者は，同項の請求をする場 

合において，併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部

監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 

２ 議会は，法第９８条第２項の請求をする場合において，併せて当該請求に係る   

監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること

を求めることができる。 

３ 市長は，法第１９９条第６項の要求をする場合において，併せて当該要求に係る

監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること

を求めることができる。 

４ 市長は，次に掲げるものについての法第１９９条第７項の要求をする場合におい

て，併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約

に基づく監査によることを求めることができる。 

 (1) 市が法第１９９条第７項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他

の事務の執行で当該財政的援助に係るもの 

 (2) 市が出資しているもので法第１９９条第７項の政令で定めるものの出納その他

の事務の執行で当該出資に係るもの 

 (3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執

行で当該保証に係るもの 

 (4) 市が受益権を有する信託で法第１９９条第７項の政令で定めるものの受託者の

出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの 

 (5) 市が法第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているも

のの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの 

５ 市民は，法第２４２条第１項の請求をする場合において，併せて当該請求に係る 
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監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること

を求めることができる。 

（監査人の選考） 

第３条 市長は，前条の請求又は要求に基づき，個別外部監査契約を締結しようとす 

る者を選考するに当たっては，補助機関たる職員による選考のための会議を設ける

等適切な措置を講じるとともに，個別外部監査の各事案を総合的に勘案し，最も適

任と判断される者を選考しなければならない。 

（補則） 

第４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，別に定 

める。 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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議員提出議案第２２号説明資料

総務省　第29次地方制度調査会第９回専門小委員会配付資料
　　　　資料４　監査制度について（追加提出資料）より抜粋
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総務省　平成24年度地方公共団体における外部監査制度に関する調査結果
　　　　【個別外部監査契約】（表11～表20）より抜粋
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